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開
千
戸
グ
ス
の
枇
曾
的
意
識
形
態
叫
わ

土
地
の
非
資
本
的
性
質
に
杭
て

穂
川
時
代
の
股
民
地
一
散

鰹
済
串
-
M
諸
公
待
.
的
精
耐
仰
に
就

τ

露
閥
亜
の
産
業
組
合
迎
動

U--U，
心
労
賃
論
三
「
純
牧
入
L

日
支
遁
向
航
海
保
約
攻
正
パ
い

岡
庫
預
金
川
庭
先
換
券
授
行
高
恥

武
士
階
級
の
窮
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家
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摘
計
概
論
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五曲

議

家
族
統
計
概
論

第
二
十
凶
杏

~Q 

Jiミ

拙

凹

家

族

統

計

』白

論

Jlt 

古E

苦手

?台

目

戎

序

首

甲

純

鼠

乙
家
旋
属
閥
り
い
統
計

一
、
家
族
白
構
成

二
、
結
婚
に
よ
る
家
旋
形
成

一
一
一
、
子
劃

A
婚
削
持
組
却
問
。

一
代
年
監
及
帯
植
申
由
栂
椛

l
l摘
出
子
政
歩
合
|
|
蕃
殖
力
者

「
統
計
研
究
者
の
分
ご
し
て
は
、
寧
ろ
寅
況
計
数
削
醐
察
の
必
要
を
、
官
同
調
政
吹
す
べ
〈
、
特
に
我
邦
の
現
況
よ

h
せ
ば
、

(
1
)
詳
密

ω所
帯
調
査
を
仲
ム
ペ
き
・
岡
勢
調
査
の
府
民
施
を
急
「
こ
ど
、
す
)
統
計
機
関
は
現
存
人
口

統
計
原
材
料
の
・
統
計
的
利
用
を
一
屠
級
密
な
ら
し
む
る
こ
ど
、
(
3
)
同
学
者
も
亦
現
存
統
計
の
刺
朋
に
勉
め
、
叉

税
近
先
進
闘
の
風
潮
正
し
て
、
特
に
遺
体
研
究
の
た
め
に
起
れ
る
、

EE--日

S
F
E各
自
問
自
の
如
き
方
面
に
も
、

着
服
研
究
す
る
こ
ど
の
必
要
ゐ
9
」
ご
は
、
十
一
年
前
京
都
法
事
曾
大
曾
に
臨
み
亡
、
な
せ
る
講
演
を
結
ば
ん
ぜ

L
て
設
り
る
所
な
h
o
(本
誌
第
一
番
凡
O
O
頁
参
照
)
次
い
で
聞
も
な
{
備
随
一
九

O
六
年
の
家
族
統
計
に
就
き
、
略
設



す
る
所
あ

b
き
(
同
誌
第
二
巻
一
一
九
五
頁
叫
下
)
O

而
し

τ枇
曾
山
肌
鶴
認
識
の
目
的
上
.
枇
曾
組
織

ω軍
位
を
考
ふ
る
に
営

b
、
雷
に
個
別
の
人
に
着
服
す
る
の
み
な
ら
す
、

か
、
る
皐
位
ご
し
て
の
所
帯
及
家
族
を
重
秘
す
る
の
要
あ
り
ご

は
、
拙
著
「
岡
勢
調
査
問
題
講
話
」
に
攻
め
し
、
「
所
帯
凱
」
及
「
所
帯
統
計
概
説
」
に
於

τカ
設
せ
る
所
な
ム
リ
。
賞
仁

腕
返
り
統
計
は
人
口
の
原
子
化
的
考
察
以
外
に
、
民
文
的
生
活
山
細
胞
、
帥
も
所
帯
及
・
家
族
の
観
察
を
も
亦
そ
の

職
分
ご
し
、
特
に
近
年
に
至
h
諸
国
に
於

τ、
是
等
に
闘
す
る
官
服
統
計
E
A
之
が
梨
問
的
慮
理
上
、
著
し
き
進
境

や
-
示
す
に
宝

μ
h
。
枕
市
中
所
帯
叫
統
計
は
比
統
的
に
簡
単
な
り
、
所
帯
は
山
H
在
の
共
同
館
正
し
て
、
人
口
質
査
じ

際
し
袋
取
し
得
ぺ
け
れ
ば
な
b
、
家
族
の
統
計
は
之
に
反

L
、
方
法
論
上
極
め
て
困
難
な
h
、
家
族
は
共
同
生
活

を
な
せ
る
、
質
際
り
外
面
的
共
同
慌
に
闘
せ
宇

L
て
、
法
律
上
及
親
族
上

ω
共
同
館
な
れ
ば
な
h
、
中
東
よ
・
り
婚
姻

の
統
計
仏
、
結
婚
す
る
人
々
の
一
査
定
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
す
、
岡
崎
に
家
族
の
設
定
又
は
成
立
の
統
計
を
意

味
L
、
岡
山
叫
に
婚
姻
解
消

ω統
計
は
、
夫
婦
限
h
の
家
族
に
ゐ
り
て
は
、
そ
の
生
活
関
“
終
結
凶
一
表
牟
を
意
味

L
、
之
に
よ
ふ
り
家
族
的
崩
壊
を
窺
は
し
む
ぺ
古
色
、
是
等
の
材
料
は
家
族
統
計
ご

L
て
の
傾
倒
幾
何
も
な

L
、
叉

人
口
・
貨
査
が
各
仰
人
以
外
に
、
所
帯
ご
し
て
の
之
が
結
束
十
』
考
察
す
る
が
如
〈
、
人
口
動
態

ω
統
計
に
ゐ

h
て

は
‘
側
々

ω
動
態
…
品
川
惹
起
き
札
た
る
家
族
正
、

も

そ
の
事
例
己
的
関
係
世
、
制
-M

封
す
べ
き
任
務
は
芯
組
き
る
、

"hr 

-
』
の
任
務
は
前
に
説
り
る
が
如
き
理
山
に
本
づ
き
.
所
帯
統
計
の
任
務
に
比
し
て
閃
雌
な
h
'
o

五
日
人
は
偶
々

〈
目
民
μ
一首祖国
2
2
r
m
Eロ
岡
田

E
E昨
日
町
、
凶
〉
口
出

M
F
Z
F
E口
問
ぷ
日
を
締
り
る
に
、

一
九
ニ
五
年
九
月
六
H
に
物
故

日前

家
旋
統
計
樹
九
訓

li 

第
二
十
川
容

議

宜I

部

批

cf. Zi~ek， Grundris~ dcr 5tatistilむ 2.Aufl. 5S. 279・280;Conrad， Statis 

tik 1. 5・Au日目 '23S・151・. 



目指

設

家
脱
税
計
概
論

第
ニ
十
四
谷

ノ、

'tt} 

W!l 

プミ

せ
し
右
一
大
統
計
卒
者
の
遺
稿
は
、

若
山
一
一
品
弟
司
氏
邑
ユ
忌

N
h
v
y
ロ

ω校
正
増
補
を
経
、
右

ω
一
分
冊

t
し

τ

一
公
り
に
せ
ら
れ
、
識
に
綿
密
な
る
一
人
目
統
計
論
第
一
一
版
は
、
完
結
を
告
げ
た
る
さ
共
に
、

そ
の
中
に
は

N
μ
H
M
ロ

白
身
の
執
筆
に
か
、
る
家
族
統
計
論
を
牧
録
す
る
一
』
E
を
如
れ
hJ
、
就
い
w

て
一
誠
せ
る
に
、
必
す
し
も
詳
密
ご
は

な
古

Y
る
も
、
所
説
歩
一
方
而
に
一
日
一
br
、
本
組
目
に
闘
す
る
一
般
知
見
を
設
ふ
の
一
地
芯
よ
'
り
せ
ば
、
恰
刻

ω述
作
な

る
を
以

τ
、
以
下
向
論
文
を
骨
子
己
し
て
本
文
を
草
[
、
こ
の
新
方
而

ω統
計
に
つ
き
興
味
を
有
す
る
人
々
仁
封

じ
、
柳
か
委
考
に
供
ぜ
ん
芭
欲
す
。

t品

説

甲

。HEιω
『
巾
「
聞
に
よ
る
に
家
族
統
計
正
は
、

を
の
封
品
裁
に
る
人
セ
、
例
別
り
人
-G
し
て
そ
の
配
偶
附
係
別
を
削

せ
十
、
人
々
に
よ
る
一
一
糊

ω鮮
印
も
家
族
の
、
所
M
朋
者

Z
L
て
伽
叫
す
べ
量
二
切
山
民
文
的
関
先
を
指
す
、
考
察
の

封
象
ど
な
る
べ
き
閥
係
は
、

一
つ
に
は
自
然
的
、
生
物
向
学
的
な

h
、
二
つ
に
は
綴
情
的
た
り
、
而

L
て
そ

ω
艇
決

的
部
分
の
基
本
に
よ
る

b
め
は
.
所
指
統
計
士
生
む
べ
(
、
自
然
的
方
面

ω研
究
は
、
特
仁
二
組
を
生
千
、

一
は
統
計
的
副
数
盟
・
位
を
‘
家
族
に
お
〈
も
の
に
し
て
漏
捌
持
統
期
間
)
、
そ
の
こ
は
例
別
の
人
々
よ
h
後
耗
し
、
他

の
家
族
仲
間
に
劃
す
る
之
が
闘
係
(
荘
航
力
)
を
研
究
す
。
そ
は
普
通
に
特
別

ω家
族
統
計
調
せ
ら
る
、
所
な
b
時

苫

れ
ど
汎
博
に
之
を
解
せ
ん
か
、
通
常
統
計
挙

ω
一
部
分
の
一
般
範
囲
内
に
て
臨
機
に
言
及
せ
ら
れ
、

そ
の
大
括
的

Dic S(atbtik iu .Deu. 

そ
(J) 

cf. Conrarl. op. cit; Landsberg， Familienstatistil， 
tchland. 1. S. 257・

* 
， 

" 



形
態
に
つ
き
て
問
は
る
べ
き
も
、

そ
の
刺
設
正
し

τは
婚
姻
持
制
期
間
H
A
子
教
の
統
計
ど

Lτ
、
右
に
恕
げ
し
が

如
き
特
別
家
族
統
計
制
ゼ
ら
晶
、
も
の
以
外
に
、
部
分
的
に
は
統
計
皐
組
系
統
論
中
の
他
の
部
分
、
似
A
T
ば
婚
姻

統
計
及
川
間
姻
解
消
統
計
、
配
偶
刷
係
別
、
嫡
出
蕃
殖
卒

ω如
、
さ
、
諸
材
料
含
併
せ
て
、
組
制
立
ゼ
る
家
族
統
計
を
編

成
す
べ
き
こ
正
、
な
し
得
べ
し
。

獅
立
家
族
統
計
ゆ
意
義
に
よ
れ
る
家
族
似
念
は
、
婚
姻
及
血

ω結
束
仁
よ
り
、
従
ひ
て
親
族
関
係
に
よ
h
結
合

さ
れ
た
る
人
々
り
群
を
合
む
。
か
、
る
家
族
U
部
分
的
に
は
所
帯
概
念
ピ
合
致
L
、
従
ひ
て
mm
耕
の
統
計
に
よ

b
、
幾
分
か
・
山
部
放
の
現
献
に
通
じ
得
べ
昔
-
h、
所
帯
に
あ
ち
て
は
家
族
外
の
分
子
を
交
ゆ
る
こ
ど
め
b
、
叉
爾
俄

の
数
多
家
族
生
活
問
題
に
じ
L
、
静
態
訓
査
に
よ

b
て
は
、
満
足
に
は
明
か
に
さ
れ
議
ぬ
べ
き
も
の
を
、
考
察
す

る
の
要
ゐ
h
・
人
口
貸
査
は
家
族
に
つ
き
告
知
す
る
所
な
し
吉
、
設
〈
者
る
る
は
、

一
は
従
前
の
炉
、
る
調
査
上
、

現
時
の
如
く
所
帯
統
計
及
家
族
統
計
的

2

開
拓
に
、
総
き
注
意
を
抑
は

y
bし
に
よ
る
も
の
な
b
ノ
ピ
雌
も
、
一
は
右

ω

如
話
事
情
ゐ
る
に
よ
る
も
の
な
り
哨
他
面
家
族
共
同
館
は
必
宇
し
も
所
帯
に
併
合
さ
る
ピ
限
i
b

十
、
怒
〈
一
所
帯

の
凶
員
正
ー
し
て
、
又
は
一
住
居
共
同
艇
の
形
を
な
し
て
、
現
は
晶
、
の
要
な
し
、
寧
ろ
反
謝
仁
家
族
員
の
場
所
的

別
居
は
額
紫
な
h
、
特
に
職
業
を
強
へ
易
〈
、
住
居
市
場
の
不
況
を
告
「
る
今
日
に
ゐ
b
て
は
、
施
め
て
頻
紫
な

b
、
古
れ
ば
ど
で
た
め
に
そ
の
生
存
共
同
鰹
は
、
疎
遠
正
な
る
を
要
せ
宇
。
好
し
近
附

ω「
家
出
」

E
自
民
自
由

R
耳

及
配
偶
者
遺
裂
に
つ
き
工
見
る
が
如
く
、

之
が
た
め
に
右
生
存
共
同
鯉
脅
が
さ
れ
、
又
は
内
貨
の
分
解
を
見
る
際

論

lIJ主

じ

来
校
統
計
制
論

第
二
十
四
谷

ー
じ

第

椀

cf 王i~ck ， op. cit， S. 280; Cunrad，υp. cit. S. 99 * 
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活
什
J
r
f
、

な

川

員白

=世

家
族
統
計
糊
論

部
ニ
寸
凶
器

入

第

捌

ー
ノL

に

τも
、
親
族
関
係
上
法
律
上
の
概
々
な
る
関
係
は
.
依
然
ご
し

τ残
存
す
べ

L
。
苫
れ
Y
」
「
家
族
」
及
「
所
帯
」
概

念

ωか
、
る
離
反
を
工
小
閑
に
付
せ
ん
か
、
今
日
己
雌
も
倫
所
帯
は
、
本
来
枇
曾
生
物
事
的
仁
決
定
さ
れ
し
家
族
槻

念
の
尋
常
な
る
極
端
倒
的
現
象
形
態
な
り
。

汎
博
な
る
家
族
統
計
は
使
宜
上
、
家
族
樹
立
の
統
計
、
家
族
展
開
の
統
計
、

及
家
族
分
解
の
統
計
に
分
も
得
吋

L
、
家
政
樹
立
の
統
計
並
に
家
族
分
解
の
統
計
は
、
婚
姻
統
計
論
及
離
婚
統
計
論
に
附
帯
し
て
、
究
む
る
を
便
宜

家
族
民
聞
の
統
計
は
、
静
態
統
計
及
動
態
統
計
に
分
た
る
、
静
態
統
計
は
一
定
時
鮎
に
現
存
せ
る
、
家
族
構
成

z
f
日
、
き
を
以
て
、
本
論
に
あ

b
て
は
専
ら
家
族
展
開
の
統
計
を
問
ふ
こ
ど
、
す
ぺ
し
。

の
説
一
不
を
合
み
、
そ
の
動
態
統
計
は
婚
姻
に
よ
る
家
族
形
成
、
婚
姻
持
・
初
期
間
古
関
聯
し
て
、
子
供
揃
晴
の
関
係

及
遮
侍
閲
係
へ
の
、
夫
対
共
同
生
活
畿
展
に
閲
す
る
説
示
を
合
む
、
之
仁
う
き
て
注
意
す
べ
き
は
後
に
明
か
な
る

ぺ
き
が
如
(
、
移
動
の
設
一
市
が
方
法
上
底
々
、
掛
川
態
統
計
の
方
法
に
よ
b
得
ら
る
、
こ
£
な
ら
、
「
家
計
の
統
計
」
に

よ
り
務
取
さ
る
べ
き
、
家
族

ω経
憐
紺
行
も
亦
一
定
の
意
味
に
よ
れ
ば
、
家
挟
嫡
附
宋
り
展
開
現
象
に
歎
へ
ら
る
、

さ
れ
ど
こ
の
部
分
は
綬
憐
統
計
論
巾
‘
消
投
統
計
の
範
聞
に
於
て
取
扱
ふ
を
最
も
便
利
ご
す

乙

家
族
展
開
の
統
計

一

、

家

族

の

構

成

" 



第
一
に
略
記
す
べ
き
は
、
「
家
族
」
蹴
念
ご
「
所
帯
」
概
念
正
一
致
可
る
限
度
に
於
て
、
完
全
に
曲
監
理
さ
れ
た
る
所

帯
統
計
に
よ
h
、
家
族
の
詳
細
な
る
説
示
を
授
〈
ぺ
き
二
正
、
叉
人
口
配
備
閲
係
別
の
古
〈
よ
b
傍
へ
来
り
し
表

章
も
、
無
関
係
官
せ

5
る
こ
正
な
り
、
素
よ
b
所
持
及
家
族
は
、
多
〈
の
場
合
仁
合
致
せ
す
、
叉
有
配
偶
者
の
数

は
、
一
「
現
存
夫
婦
」
を
精
細
に
察
取
す
る
際
に
あ
り
て
も
、
亦
決
し
て
家
族
の
数
に
相
蛍
せ
す
、
号
は
似
令
ば
子
持

の
家
族
た
る
も
、

雨
親
り
一
方
を
快
け
る
も
の
は
、
悉
〈
そ
の
数
よ
り
洩
る
ぺ
し
。
そ
の
以
外
に
従
来
に
於
け
る

此
穂
総
括
の
大
多
数
は
、
現
在
人
目
を
そ
の
艶
品
端
正
な
せ
る
た
め
、
永
縦
的
に
所
帯
に
不
在
な
る
家
族
員
正
共

、

一
時
限
b
不
在
な
る
者
も
、
人
織
的
に
取
除
け
ら
晶
、
の
快
鮎
ゐ
h
、
砂
く
Z
ー
も
之
を
併
せ
問
は
ん
正
欲
せ

ば
、
現
住
人
口
に
立
脚
す
る
の
要
あ
h
(同
掛
調
査
問
題
齢
話
ニ
ニ
凹
耳
目
下
の
ご
担
、
惟
か
〈
す
る
も
亦
家
族
構
成
の
問
題

紛
糾
の
全
部
、
詳
言
す
れ
ば
一
家
族
員
が
如
何
な
る
範
囲
仁
於

τ共
桜
L
、
叉
如
何
な
る
範
囲
仁
於
て
別
居
す
る

か
は
、
稗
明
言
る
〉
ぜ
得
守
、
何
れ
に

Lτ
も
従
来
の
所
帯
統
計
に
改
良
を
施
L
、
出
家
貨
際
仁
行
は
れ

L
よ
hd

も

一
厨
進
み
て
家
族
統
計
的
方
而
に
、
刷
新
さ
れ
得
べ

L
、
「
親
族
所
帯
」
及
そ
の
中
に
合
ま
れ
た
る
zM
部
族
分
に

っ
き
て
の
慣
例
的
表
章
は
、
溺
立
を
遂
げ
た
る
家
族
統
計

ω肌
貼
よ
り
せ
ば
、

つ
ぎ
は
ぎ
細
工
仁
過
ぎ
や
'
E
謂
ふ

ぺ
L
。
獅
品
喝
の
統
計
に

b
b
τ
は
、
近
附
に
歪

h
初
め

τ
悦
ば
し
き
一
銭
袖
を
窺
は
し
む
、
却
も
そ
は
一
九
二
五

年

ω人
口
質
査
帥
刷
業
及
経
器
調
査
の
、
所
帯
統
計
材
料
よ
り
、
家
族
統
計

ωた
め
意
義
ゐ

h
己
す
べ
き
も
の
を
、

悉
〈
引
受
〈
ぺ
き
こ
と
、
ゼ
る
じ
よ
h
τ
然
h
、
之
ピ
共
に
右

ω質
査
は
現
性
人
口
に
立
脚
し
、
職
業
統
計
的
説

弟
二
寸
凶
巷

体

腕

;1， 

家
族
統
計
概
論

jι 
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可

諭

議

家
族
統
計
櫛
歯

第
一
一
十
回
答

O 

第

蹴

O 

一
不
正
の
一
組
合
せ
を
(
叫
業
上
白
地
位
を
も
机
却
に
拍
一
市
し
っ
と
遂
行
す
ぺ
き
こ
さ
、
せ
る
は
重
要
な
h
、
常
務
統
計
表
り

家
族
統
計
的
細
別
は
次
り
如
し
。
郎
も
家
族
の
敷
金
般
.

そ
の
中
に

τ家
族
同
貝
り
み
に
よ
h
τ
成
立
イ
る
も
の
。

又
家
胡
使
用
人
H
A
家
長

ω一
耕
業
手
侍
を
有
す
る
も
、
そ

ω他
の
他
人
な
き
家
族
。
最
後
に
そ
の
他
の
他
人
A

時
叫
ば

M

ゲル

ι
人
‘
川
他
人
年
)
を
有
し
、

一
定
の
場
合
に
は
同
時
に
又
家
事
使
川
人
又
は
家
長
の
倍
利
手
仰
を
有
『
る
家
族
は
然

'
り
。
家
族
同
民
正

L
て
礼
げ
た
れ
た
る
人
々

ω数
会
般
、
そ
の
中
本
来

Z
L
て
の
鋒
刺
活
動
者
、
家
長
の
山
本
，
脇
一
班
、

就
中
家
長
に
よ
b
指
弾
せ
ら
る
、
経
勝
目
に
あ
る
者
、
十
四
議
以
下
山
り
家
M
脚
(
本
栄
な
き
)
及
家
放
に
あ
る
他
人
、

そ
υ) 

中
に

τ家
訓
使
加
入
、
山
部
長
仁
よ
h
指
抑
押
せ
ら
る
、
経
営
に
於
り
る
偉
業
手
伸
二
疑
問
借
入
比
阿
川
人
を
分
つ
。

之
正
共
に
上
記
り
蹴
念
決
定
に
該
嘗
せ
し
め
っ
、
、
婚
姻
及
血

ω結
束
に
よ
h
、
共
一
胤
せ
る
人
々
的
鮮
は
、
他

の
家
族
正
一
の
共
同
所
帯
会
岨
臨
む
ご
も
之
を
家
族
刷
し
・

そ
の
外
右
所
帯
主
ピ
親
族
側
係
あ
る
者
、
又
は
公
共
設

備

ω牧
容
者
ご
し
て
、
問
有
所
帯
を
有
せ

g
る
者
、
似
令
ば
一
旅
宿
又
は
一
養
老
院
に
住
む
者
も
亦
然
h
ご
す
、

叉
所
湖
町
単
身
所
柑
を
な
ゼ
る
人
々
、
共
同
家
事
経
済
パ
リ
獅
身
は
る
主
人
は
・
家
族
己
同
列
に
取
扱
は
る
、
役
者
中

に
は
特
に
所
帯
主
た
る
両
親
凶
片
割
れ
ご
し

τ、
獅
立
倍
利
生
活
に
蛍
れ
る
者
、
「
所
帯
主
ピ
昨
ば
れ
畿
利
活
動
に

蛍
れ
る
子
息
に
し

τ、
岡
一
樹
山
家
族
之
に
寄
寓
せ
る
者
ゲ
」
合
む
。
是
等
ゆ
統
計
表
、
加
之
職
業
、
」
「
が
船
出
い
ん
」
及

、-64

ツ
ト
7
f
ル
ヂ
ー
キ
ル
シ

「
共
稼
人
」
的
大
括
的
分
鋲
己
的
、

一
組
合
せ
を
仲
へ
る
も

ωは
、
永
続
的
に
不
在
な
る
家
族
口
艮
ご
し
て
、
そ
の

中
に
は
他
地
方

ω
m
T
校
に
ゐ
る
子
も
合
ま
る
ぺ
き
も
の
を
、
避
り
難
〈
不
問
に
付
す
る
に
拘
は

ι}AY-
嘗
今
家
族



← ‘・

生
活

ω格
治
に
つ
き
、

今
術
会
(
測
知
し
品
端
的
H

e
へ
き
、

深
陥
な
る
沼
誠
セ
迩
「
る
に
通
せ
ん
。

=
、
結
婚
に
よ
る
家
族
形
成

之
に
該
蛍
す
べ
き
統
計
表
意
は
、

由
来
多
L
Z
せ
中
、

唯
之
が
一
例
芭
し
て
拡
に
泉
げ
得
べ
き
は
、

伊
太
利
フ

ロ
l
v
y
ツ
市
統
計
年
院
の
o日
E
O
缶
百
百
ロ
N
0

・
d自の目。

ι目
印
E
民
Mtg-
〉ロロ

E
口。

m
E
H
H
m
民。。

ι巳
(
リ
0
自己口。

a
H
1
H
O
P
N
F

〉ロ

B
Mく
i
u
内〈
H
G
q
i
H
U
H
白
回
目
ロ
N
O
H
U
N
同
な
h
o

同
年
叫
畑
中
川
畑
矧
じ
閲
す
る
諸
表
仕
合
み
、

就
中
婚
姻
に
よ

h
形
成
さ
れ
た
る
・
家
族
的
新
犬
山
肌
況
説
家
族
の
拭
川
川

吋訪日戸間同
O

F
日
E
R
m
O
H
U
2

日向島乱目。ロ向。

ロm--uμ
ロロ
O
H
U
H
白凶向。。ロ仏
o
r
w

。。ロ己目
N
目。ロ
o
m
凶作四回

ω
唱。
ω
目。

F 

。。ロハ同日
N一円。ロ
o
n
H
m
w口
hw

P
E四
回
。
正
問
せ
る
特
別

の
一
表
あ
ふ
り

0

新
夫

ω「
版
刷
」
正
し
て
は
、
貧
凶
3

2

ユ
及
貧
な
ら
す
ロ
O
P
3
2
ロ
を
分
L
る

ωみ
な
る
も
、

家
族
賦
況
に
つ
き
工
は
、

(
1
)
新
夫
の
み
な
る
も
の
、
(
ヨ
)
新
夫
の
家
尉
を
件
へ
る
家
放
、

(
3
)
新
姉

ω家
泌
を

伴
へ
る
家
族
を
分

τ
b
。

一
九
一
三
乃
至
一
入
年
の
各
年
来
仁
於
て
も
百
分
比
ご
し
て
、
第
一
腕
家
族
は
段
低
五

六
故
一
両
七
二
を
占
め
、
第
二
柿
家
族
は
最
低
一
人
最
高
三
三
、
第
三
柿
家
族
は
地
低
一

(
U
最
高
一
入
を
占
め
た

-bJO

絡
に
倫
附
記
す
べ
き
は
、
前
記
渦
逃
家
族
統
計
に
関
聯
し
て
、
作
製
さ
る
べ
き
所
帯
統
計
が
、
此
題
目
へ
の

一
資
机
引
を
授
く
べ
き
こ
己
な
h
、
郎
も
之
に
あ
b
て
は
従
前
に
於
け
る
ご
そ
の
越
を
異
に
し
、
所
椴
を
一
家
族
、

二
家
族
又
は
そ
の
以
上
り
家
族
よ
り
な
“
い
え

之
が
構
成
別
を
も
分
つ
ニ
ご
、
せ
り
、
多
数
家
族
が
一
の
所
帯
内

に
込
合
ふ
こ
さ
は
、
戦
后
甚
打
頻
繁
允
る
が
、

そ
は
右
の
仕
方
に
よ
b
計
数
に
潟
し
出
古
る
ぺ
し
、
説
謬
を
避
〈

E面

詰主

家
族
統
計
概
論

第
二
十
同
省

U~ 

脱



論

議

家
出
州
統
計
蹴
鵠

第
二
十
円
谷

一

事

説

る
た
め
、

守
の
説
示
は
家
族
政
策
的
立
義
的
み
を
A

甘
み
、
住
居
政
策
上
の
意
義
を
有
せ
ざ
る
司
』
ご
を
保
設
す
べ
き

な
h
J
o

此
純
大
川
鳴
り
多
数
が
、
夏
に
又
同
一
の
住
居
内
に
宿
る
こ
ご
あ
り
得
べ
き
を
以
て
な
h
o

=
一
、
子
巌
反
婚
姻
持
繍
期
間

闘
民

ω蕃
殖
力
町
E
n
r
F
R庁長
w

明
日

E
色々
、

p
a
z
q
を
窺
ふ
の
円
的
土
、
普
通
、
姉
山
及
私
生
時
都
殉
率
(
人
必

或
一
は
ス
寸
私
生
家
族
」
と
も
冒
と
炉
問
ひ
、
又
親
よ
b
子
、
子
よ
h
，
孫
へ
吉
村
承
す
ぺ
語
、
生
殖
の
巾
間
隔
年
数
(
代
々
問

附
年
帥
凱
日
内
耳
目
巴
O
E
E
Z
3
E止
を
問
ふ

ω方
法
を
も
亦
採
り
得
ぺ
し
、
就
中
后

ω方
法
た
る
秘
め
て
興
味
深
き
悶

題
に
し
て
、
之
が
研
究
上
近
年
に
至
。
進
境
を
関
か
ん
ご
す
る
の
風
潮
ゐ

h
E
離
も
、
之
が
詳
説
は
別
稿
仁
譲
る

こ
ど
、

L
、
迭
に
は
単
に

N
同
開
会
が
、
一
定
の
意
味
仁
よ
h
家
族
統
計
に
一
崩
せ

L
む
べ
き
一
問
題
は
、
雨
親
ご
子

ぜ
の
中
間
陥
に
る
一
代
年
数

ω意
義
に
よ
れ
る
、
「
累
代
」

ω問
題
な
白
、
之
に
つ
き
工
は
柿
々
の
方
法
試
み
ら
れ
た

h
、
特
に
新
出
生
子
の
同
視
の
年
齢
陶
係
に
、
立
脚
す
日
、
き
方
法
は
是
な
る
に
似
た

b
z
、
略
説
せ
る
ゾ
ご
を
附

記
す
る
に
止
む
。
次
仁
蕃
殖
卒

ω問
題
は
、
家
族
統
計
に
関
係
な

L
Z
せ
古
る
も
‘
寧
ろ
出
生
及
人
日
明
加
に
開

す
る
重
大
問
題
正
し
て
、
取
扱
は
る
べ
き
所
な
る
を
以
て
、
議
仁
は
軍
に
そ
の
根
慨
を
一
不
L
、
問
題
的
何
た
る
か

に
闘
し
、
簡
単
な
る
手
引
を
な
す
に
止
め
ん
か
、
夫
れ
普
通
の
仕
方
に
よ
h
算
定
古
る
、
出
生
率
・
は
、
枇
曾
的
制
叫

貼
よ
h
せ
ん
か
、
人
口
増
加
に
閲
す
る
重
要
事
項
の
一
部
に
つ
き
、
不
官
な
る
一
概
念
を
授
〈
、
そ
は
出
生
己
杢

人
口
ピ
の
比
な
'9.

そ
の
人
口
仁
合
ま
る
、
も
の
、
4

全
部
は
子
産
者
に
非
す
、
若
し
論
理
的
に
比
較
し
得
吋
き
も

cf. Zizck， op. cit. S. 28r * 

， ， 



守

の
を
、
比
較
す
べ
し
ご
す
る
統
計
皐
上
の
原
則
を
頁
〈
べ
き
こ
記
、
せ
ば
、
他
の
比
を
計
算
す
る
こ
ご
、
し
、
出

生
ご
子
産
年
齢
期
の
姉
入
、

又
嫡
出
出
生
正
子
産
年
齢
期
の
布
夫
姉
人
ご
の
比
に
よ
る
ぺ
〈
、

叉
嫡
出
ピ
私
生
Z

を
分
つ
ぺ
し
、

又
死
産
は
之
を
出
生
Z
一
院
別
す
る
世
帯
ご
す
る
も
、
抜
じ
は
之
を
勘
定
仁
入
る
ぺ

L
・
之
に
つ
き

生
る
、
子
供
の
数
を
左
右
す
べ
き
、

主
要
因
子
は
何
た
る
か
を
見
る
仁
、

そ
は
(
1
)
婚
姻
数
、

(
2
)
是
等
婚
姻
凶

係
の
有
数
持
総
期
間
、

詳
言
す
れ
ば
婚
姻
賞
時
に
於
り
る
新
姉
の
年
齢
ピ
、

子
産

ω休
止
を
見
る
べ
き
、

自
然
年

齢
己
の
間
に
捕
ま
る
、
年
齢
、
及
(
3
)
受
胎
を
見
る
べ
き
頻
繁
程
度
な
b
、
婚
姻
数
は
人
口
の
男
女
別
及
年
齢
構

成
、
経
済
及
枇
曾
事
情
に
よ
hJ
左
布
さ
れ
、
岬
川
姻
の
有
放
持
総
則
閣
は
、
岬
畑
刷
常
時
的
年
齢
、
特
に
新
婦
の
年
齢

仁
よ

b
左
右
せ
ら
る
、
焔
姻
起
る
こ
古
川
拙
か
ら
は
、

そ
の
期
間
煽
縮
さ
る
べ
き
や
明
か
な
b
、
受
胎

ω頻
繁
程
度

は
、
或
粍
皮
迄
は
幼
者
死
む
に
よ
り
左
右
せ
ら
る
、

之
に
本
づ
(
授
乱
期
間
り
短
縮
は
、
同
子
産
問

ω
間
隔
を
短

か
ら
し
む
べ
き
を
以
て
な
h
、
さ
れ
ど
こ
は
著
し
き
耗
皮
迄
・
夫
及
妻
に
よ
り
左
右
さ
る
べ
〈
.
叉
さ
れ
得
べ
き

器

一
影
響
を
及
ぼ
す
べ
し
。

所
な
り
、
又
死
産
の
数
以
現
存
す
る
子
供
問

ω齢
差
に
、

蕃
殖
カ
認
識

ω
円
的
上
、
忍
に
専
ら
問
は
ん
ぜ
す
る
所
は
、
姉
川
子
数
歩
合
自
主
2
2
R
な
り
、
此
歩
令
じ

よ
り
示
き
る
〈
き
嫡
出
正
骨
組
力

ω
問
題
も
、
亦
山
生
統
計
山
普
品
川
問
題

5
生
の
惑
を
異
に
す
、
後
者
は
人
口
毎
千

に
つ
き
て
の
出
生
数
に
閲
す
る
も
、
弦
に
悶
は
ん
ご
す
る
統
計
は
、
会
婚
姻
持
約
期
間

ω
経
過
中
、
夫
婦
聞
に
生

る
べ
き
子
の
総
数
を
問
は
ん
ど
す
、
之
が
時
間
的
比
岐
に
よ
る
に
、
嫡
出
蕃
殖
カ
の
減
退
h
f
認
識
せ
し
む
、

!I' 

依

一

百旨

讃

家
政
杭
計
概
論

第
二
十
四
谷

一
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言荷

議

家
族
統
計
概
論

~9 

t再

2且

第
二
十
四
巷

四

計
数
は
又
稲
々
の
一
元
素
(
副
親
心
年
齢
刷
係
、
掛
抑
持
続
期
間
、
信
敬
、
枇
骨
階
親
等
)
に
よ
・
り
分
っ
こ
言
、
す
ぺ
し
ο

こ
は
人
口

賞
査
に
際
し

τ子
放
を
問
ひ
、
之
さ
共
に
術
生
存
せ
る
子
E
、
院
に
死
せ
る
子
(
死
苧
宇
も
亦
合
む
)
を
区
別
す
る
一
」
己

に
よ
b
察
取
せ
ら
一
る

U

さ
れ
ど
そ
は
婚
姻
持
縦
期
間
り
袋
取
に
於
け
る
ご
岡
山
川
、
人
目
覚
査
に
際
L
て
は
、
精
確

に
察
知
し
符
べ
き
に
非
争
、
夫
婦
の
大
部
分
は
術
賂
氷
に
一
且

h
、
出
生
を
繰
返
す
ぺ
詰
ゃ
い
以
て
な
h
J
、
古
れ
ば
出
品

T

ろ
動
制
限
的
材
料
を
刺
則

L
、
婚
姻
解
消

ω糊
・
祭
に
よ
h
、
併
せ
て
婚
姻
中
に
生
れ
た
る
子
の
放
を
問
ム
こ
吉
、
す

る
は
(
特
に
叶
吉
田
Z
U
A
『旦
ι
に
よ
る

NEロ
n
r
u
調
査
、
宅
・
明
。
E
・
U
7
2目
〉
ロ
片
品
宮
内
w
z
ι
2
N
O
M
E
n
Fロ『同門印
O
N
E
F
石ぷ一

HOH白

ロ-
Z
H唱
-
E
山
内

V
E
o
-
-
3
7宵『

q
q
E
円

0
2
2岳

Y
F
5
E宮
百
同
U
M
V
-
自
国
己
「
骨

-
-
z
a
M
E
E
庁
自
叶
。
目
。

H
H同
-H
・
)
人
口

-
封
査
に
際
せ
る
尋
問
に
よ
る
よ

h
も
、
主
入
ち
た
る
結
旧
市
を
奉
げ
得
ぺ
し
芭
す
べ
き
こ

Z
ゐ
ら
ん
、
叉
か
、
る
調

査
に
代
色

L
U
べ
量
一
便
法
ご
し
て
、

一
年
間
又
は
一
居
水
き
期
間
の
嫡
山
々
生
数
を
、
同
期
間
内
の
結
婚
敏
仁

よ
h
、
除
す
る
の
算
法
守
採
り
、

一
結
婚
に
就
言
、
卒
均
出
生
幾
何
の
制
令
な
る
か
を
一
不
さ
ん
己
す
る
こ
ピ
ゐ
る

も、

Aγ
之
を
深
〈
問
は
宇
、
兎
も
角
前
記
の
如
、
百
子
数
歩
合
調
査
の
結
果
に
よ
る
も
倫
(
之
に
つ
き
て
は
有
夫
。
婦
、
基
栂

及
離
婚
せ
る
姉
人
に
つ
き
、
そ
の
子
。
紬
取
と
し
て
、
前
に
一
盲
せ
る
却
〈
死
目
見
を
算
入
せ
る
も
自
在
問
ふ
ζ

と
与
す
べ
き
は
、

一九
O
六
年
備
、

九一
O
年
普
に
行
は
れ
た
る
印
刷
白
如
L
)

語
地
方
問
H
A
諸
人
口
群
間
(
恨
令
ぱ
郡
部
川
)
の
特
妹
比
較
に
利
則

L
得
べ
き
は
、

毛
田
町
民
『
ロ
『
問

2
3
2・回
-
N
O
D
E
-
u
F
F
H
U
H
U
に
よ
h
一
本
吉
る
¥
か
如
し
叫
而
し

τそ
の
調
査
を
精
密
な
ら
し
む
る

の
趣
旨
よ

b
せ
ん
か
、
生
存
せ
る
子
並
に
死
む
せ
る
子
に
つ
き
.
兎
に
閥
資
日
に
現
存
せ
L
夫
姉

ω所
肉

た

る

cf.話ixek，op. cit. S雪 ~8o ， 281. 寺十

'. 



ゃ
、
そ
の
以
前
に
於
け
る
一
夫
婦
関
係
の
所
出
た
る
や
、
婚
前
に
於
け
る
一
夜
際
の
所
出
た
る
や
を
問
ふ
こ
吉
、

な
し
得
ぺ
し
、

さ
れ
ど
此
査
定
は
甚
ガ
困
難
な
る
ぺ
き
を
以
て
、

そ
の
間
特
に
婚
前
に
生
殖
せ
晶
子
に
闘
す
る
問

は
恰
も
不
正
な
る
答
を
激
後
せ

L
h
u
t
L、
従
ひ
て
市
民
際
に
ゐ

h
τ
も
亦
行
は
る
、
如
〈
、
統
計
に
ゐ

b
τ
は
現

7
4
ν
u
y
プ
ラ
ハ

7

存
せ
る
夫
婦
聞
に
生
品
た
る
(
叫
に
由
比
存

L
H
A

叫
に
伺
せ
る
)
子
に
限
与
、
「
そ
の
夫
婦
問
に
持
込
ま
れ
た
る
子
」
漏
出
並

に
私
生
)

ω調
査
は
会
〈
断
念
す
る
を
可
ご
す
。

そ
の
際
之
に
つ
き
諜
猫
期
間
併
に
終
了
し
、

又
は
出
生
数

ω絡
結

r
r
z
-
f二
、
為
i

a

官庁
H

(

妻
。
年
齢
五
寸

rは
h
)
己
、

を

』

巨

t
f
h
J
:
p
dノ
ト

知

弘

今
后
向
家
族
増
加
の
可
抱
公
有
す
る
夫
婦
ご
の
、

重
要
な

る
匝
別
世
生
宇
、

子
数
歩
合
袋
如
の
た
め
に
問
は
る
べ
き
も
の
は
、

精
査
の
目
的
よ

h
せ
ば
初
出
に
思
げ
ら
る
、

も
の
、
み
な
b
、
分
娩
作
川
を
川
市
し
絡
れ
る
妻
ピ
画

そ
の
妻
よ

h
生

μ
L子
数
ご
の
比
に
よ
り
て
の
み
、
非
難
な

き
閥
係
比
例
を
算
出
せ

L
む
べ
し
、
高
闘
統
計
院
も
亦
一
九

O
七
年
同
O
司
自

Z
m自
の
合
議
に
際
[
、
報
告
者

開

-zpo-E
の
動
議

(
E
m
m
E
円5
5
5
ι
o
F

『

m
n
E
H
円二日
E

E
呂
田

o
z
z
E
耳
目
ι
2
2
Z
Z
E
『

NFEN-『

出
戸
一
-m門戸出

《

H
o
-
-
F
B
E件

Z斤

ι何
回

司

斗

0
5
0
H
4】
口
問
、
間
以
同

u
o
t
ι
o
一倍

EA山
ro白
内
判
官
官
同
』

E
O
E
品

mAW何
回
内
山
口
市

monロ
骨
骨

a
-
z
p
d司
自
官
官

山

Z
ω
E
H
H
m
h
A
E
n
oロ
2
2
2月

F
片
の
。

=ιM岡山

ι
2
E凶「ロ
mw凶作一
m
E
E
ロ
O
B
F
3
ι
3
2
M
P
Z
m
H
U
M戸
内
伊
百
戸

E
0・
回

P
L
-
ι
0

】

J
ロ
F
百件

'" ~ 

山
門
寸

O
Bぬ
同
日
目
工
帥
戸
炉
内

F
R
n
oロ
色
丹
市
九

2
E
m
H吋
門
戸
尚
自
丘
町
ロ

O
B『
同
作
品
目
。
ロ
伊
βZUMW円

F
E一一
{0・
出
口
=

ι
0
]岨
]
ロ
凶
時
】
ロ

n
ι
o
印
ア

4
0
E
O
H
H
-
M
)
に
本
づ
き
、

一
」
の
方
法
を
賛
成
せ
り
。

真
に
何
回
0
2
7
F
ω
先
例
に
倣
ひ
(
同
亡
去
、
制
姉
申
書
A
姉
捌
枠
組
州
川
川
去
同
様
)
蕃
殖
力
次
回
・
2
0『
号
日
宏
一
E
Z
E
p
u
r
-
E

5臼

議

，
品
旅
統
計
概
論

第
二
十
四
径

五

第

抗
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f肯

諜

日
抵
族
統
計
概
論

体
二
十
回
答

~r、

茸L

枕

J_  ，、

。同

Z
件
包
同
門
可
算
定
迄
進
み
、
夫
婦
関
係
の
一
基
本
組
数
に
つ
き
・
ヲ
ぞ
の
蕃
殖
力

ω経
過
を
示
し
、
由
bd
て
蕃
殖
力

の
完
全
な
る
一
拍
潟
を
待
ん
Z
欲
せ
ば
、
子
数
以
外
伶
分
の
悶
子
ご
し
て
、
特
に
調
査
す
吋
き
婚
姻
持
続
期
間

官
、
助
目
的
に
よ
ら
A
r
z
も
向
各
人
口
質
査
に
際
し
て
問
は
る
ぺ
昔
、
夫
婦
の
年
齢
子
炉
』
併
せ
考
ふ
る
こ
ど
、
す

ぺ
L
o
之
が
方
法
の
評
論
に
就
〈
に
先
だ
も
・
諒
解
の
仰
を
謀
る
た
め
、
か
、
、
る
研
究
の
一
先
例
現
す
ぺ
苦

肉

P
E
2
2身
。
ご
Z
E
5
0ごロ
5
5
。
石
。
百
E
h
-
-
E
E
o
z
o己
5
・46]
ヨ
ロ
)
の
蕃
殖
力
表
に
つ
き
略
説
せ
ん

仁
、
そ
の
中
仁
は
一
出
生
の
蓋
然
率
に
閲
す
る
各
別
の
一
一
替
市
炉
、
生
命
の
後
年
齢
に
つ
き
で
一
本
古
品
。
今
川
H
h

に
男
子
の
蕃
殖
カ
保
有
期
聞
を
約
五
十
年
、
女
子
の
そ
れ
を
約
四
十
年
E
限
定
せ
ん
が
、
蕃
殖
力
の
問
題
は
少
(

正
も
、
之
を
二
千
の
場
合
じ
分
つ
こ
ご
に
よ
bJτ

の
み
解
決
じ
得
べ
か
ら
ん
、
各
齢
の
父
親
は
各
帥
の
母
親
正
、

組
合
は
苫
る
、
の
要
ゐ
れ
ば
な
り
、
蕃
殖
カ
保
有
年
齢
の
各
組
合
せ
に
つ
き
、
一
山
生
の
荒
然
市
半
世
一
本
す
ぺ
き
か
、

る
蕃
殖
力
表
を
、
作
製
す
る
の
悦
は
必
す
し
も
各
国
に
仰
は
ら
す
、
似
人
ザ
ば
英
図
訟
は
子
の
父
及
母
に
つ
き
、
そ

の
年
齢
の
設
一
市
を
要
求
す
る
こ
ご
な
し
、
従
ひ
て
同
国

ω
記
録
材
料
は
、
焔
刺
年
齢
及
婚
姻
持
続
期
聞
の
、
蕃
殖
カ

北
小

仁
及
ぼ
す
影
響
を
、
明
か
な
ら
し
む
る
由
な
し
。
然
る
に
供
牙
利
の
回
忌
毛
主
に
て
は
一
八
八
九
年
来
之
が
作

製
の
可
能
備
は
れ
争
、
差
し
そ
の
出
生
報
告
は
他
の
諸
事
項
ご
共
に
・
雨
親
の
年
齢
、
同
一
家
族
に
於
げ
る
そ
の

以
前
の
出
生
等
を
合
み
、
一
八
九
一
年
の
人
口
貸
費
抑
制
告
は
、
同
一
の
年
齢
組
合
せ
仁
よ
れ
る
、
現
存
夫
婦
の
数

を
示

L
た
れ
ば
な
り
。
四
六
、
九
三
一
の
出
生
を
合
め
る
四
ゲ
年
の
肌
察
に
基
づ
き
、
婚
姻
千
に
封
す
る
年
出
生
の

比
は
、
工
ハ
三
た
り
正
一
不
き
る
、

3
れ
Uι

綿
婚
刺
中
多
数
の
も
の
は
、
春
殖
カ
保
有
期
間
ヤ
経
過
せ
る
を
以
て
、

生
命
の
各
齢
に
つ
き
各
別
の
設
示
授
け
ら
る
、
の
要
あ

b
o
同小町
Oω

刊
は
之
が
研
究
の
結
果
を
、
男
女
の
一
方
別
E

cf. Ncwsholme， Vit日1Statisttcs， 4. ed. p. 68 ネ
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Lτ
も
又
男
女
組
合
せ
芭
し
て
も
示
せ
り
、
男
女
の
一
方
別
正
し
て
示
さ
れ
た
る
も
の
に
よ
る
に
、
出
口
品
加
目
出
回
同

に
於
け
る
女
子
の
蕃
殖
力
は
、
十
八
及
十
九
歳
に
し
て
そ
の
最
高
に
迷
し
、
次
い
で
蕃
殖
力
の
休
止
を
見
る
べ

き
、
四
十
五
乃
至
五
十
歳
に
至
る
迄
順
来
遊
下
す
、
十
八
歳
以
下
の
婚
姻
伴
百
に
つ
き
、
一
年
内
に
三
六
乃
歪
=
一

入
の
子
を
生
む
の
み
た
り
、
十
八
乃
至
二
十
歳
に
し
て
蕃
殖
力
は
そ
の
抜
高
に
遣
し
二
年
四

O
d刊
を
示
す
、
二
十

五
歳
に
あ
り
て
は
三
二

μ
・
=
一
十
歳
に
し
て
二
回
折
、
三
十
五
歳
に
し
て
一
七
係
、
四
十
歳
に
し
て
僅
か
に
七
折
、

五
十
歳
ド

L
t
0・一
M
h
H
h
o
男
子
は
二
十
五
乃
査
二
十
六
歳
に
し
て
、
主
の
蕃
殖
力
の
最
高
に
注
し
、
三
五
M

刊

を
示
す
、
三
十
五
歳
に
し
て
二
三
%
に
下
b
、
四
十
五
歳
に

L
て
九
-
E
，
%
、
五
十
五
歳
に

L
て
ニ
・
ニ

μ.
六
十

五
歳
に
し
て

0
・
五
，
%
に
落
っ
、
夫
等
計
数
は
生
理
的
務
殖
力
に
閲
せ
や
し
て
、
現
脚
同
の
蕃
殖
力
に
闘
す
、
晩
期

ω

夫
婦
生
活
に
あ

b
て
は
、
分
別
に
富
め
る
考
慮
川
崎
々
そ
の
作
用
を
及
ぼ
す
や
、
究
表
に
よ
h
明
か
に
一
不
さ
る
、
通

b
な

b
.

諸
齢
離
婚
蜘
白
権
問
耶
力

;;;: 
新
婚
措
人
に
ワ
一
き
(
財
)

喜一・九

吾一・七
-=・回

婦
人
長
部
に
つ
き
(
財
)

ユ
口
・
由

一回・占
且
・
』
四

そ
の
精
巣
を
男
女
組
合
せ
古
し

τ、
詳
言
す
れ
ば
雨
一
親
の
年
齢
縫
化
に
よ
h
示
せ
る
も
の
に
よ
る
に
、
次
の
結

果
を
見
晶
、
卸
ち
次

ω諸
年
齢
に
於
は
る
女
並
に
男
毎
百
に
つ
き
、

は
妻
の
年
齢
如
何
に
よ
bJ
左
の
如
〈
経
宇
、

一
年
中
に
起
る
一
出
生
の
蓋
然
率
は
、
夫
叉

第
二
寸
問
巷

議

家
族
統
計
概
論

茸，

挽

七

-1; 

諭

F 
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議

家
族
統
計
概
論

母

a
宥

殖

力吐
い
作
齢コ一u-z

・q
呈
-
h

Z
7
A
 

一向・屯一回・回

父
白
年
齢

ニヰ一

1
晃

一五一口
i
l
s
回

量
I
話

回甲
l
同町一

塁

i
見

き

1
茜

一一五

己
邑
・
泊

三一-一一
】唱・五

第
二
十
四
郎
官

ノ、

部

披

/、

一一-孟一
三・一一

a
h
'
u
 

-
A
g
e
J
 

一向・同一一回・口一口・九一{]・九

父

白

蕃

殖

霊l父力

四

年

史 E齢

量

母
由
年
齢

ユ
ロ
未
満

弓
|
ユ
同

一一且|元

一
AQ--旦同一

量
[
元

同
]
l
l

同回

三き望見孟

五^"'-

~;; ^ 三 三五三

J.A， 主 主主

一
守
口

?
?
正

一回・同一一-A内・一

ん・
4

-一月・白
戸
・
白

岡
山
吋
由
民
は
是
等
出
生
の
蓋
然
率
が
、
時
刻
ら
ば
死
巳
表
の
蓋
然
卒
同
様
・
w
H
際
に
利
用
苫
れ
得
べ
き
こ
と
e
伊
〕
噛
胤

想
せ

b
、
印
ち
後
者
は
生
命
保
険
の
基
礎
ご
な
れ
る
が
、
前
者
も
新
柿
保
険
の
基
礎
を
授
げ
得
川
、
し
ご
せ

h
、
叉

同
表
以
最
大
番
殖
を
血
中
「
・
ふ
べ
き
、
婦
人
の
通
蛍
な
る
年
齢
如
何

ω問
題
に
答
ふ
、
印
ち
比
鬼
地
よ
b
せ
ん
が
、
二

十
五
歳
の
一
男
子
は
十
九
歳
の
妻
を
選
ぶ
ぺ

f
、
一
二
「
五
歳
の
一
男
子
は
ニ
十
一
歳
の
妻
を
選
ぷ
ぺ
(
、
四
十
歳

な
る
は
二
十
四
哉
の
妻
、
四
十
五
歳
な
る
は
二
十
九
歳
の
妻
を
選
ぶ
ぺ

L
o
而
し
て
英
の

F
Z舎
の

島

E
は

封
印
同
宣
の
表
に
閥

L
同

O
B
-
r
n町
内
守
へ
の
一
奇
書
中
、
膨
し
き
年
齢
組
合
せ
に
つ
き
て
の
、
出
生
蓋
然
卒
を

唯
一
の
公
式
に
、
要
約
せ
ん
ピ
し
て
巧
妙
な
る
一
一
試
み
を
遂
げ
、
叉
進
み
て
同
一
一
番
殖
力
を
有
す
る
、
年
齢
の
諸

組
合
せ
を
組
合
せ
・
か
(
て
同
一
畑
山
度
及
同
一
高
度
の
土
地
に
閲
す
る
、
地
闘
に
つ
き
窺
ひ
得
ぺ
き
が
如
き
接
続

線
を
、
そ
川
り
相
瓦
聞
に
引
き
、
か

f
て
等
温
線
u
A
等
M

腿
総
へ
の
類
推
に
よ

b
、
是
等
の
線
を
等
殖
総
同
ωo問
中
口

g
r

ー

記
載
せ

b
c
(永
田
耳
)
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